
筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条  市長は、木造戸建て住宅の耐震改修の実施に要する費用の一

部を補助することによりその実施を促進し、もって震災に強いまち

づくりに資するため、予算の範囲内において筑後市木造戸建て住宅

耐震改修補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、

その交付に関しては、筑後市補助金交付規則（昭和48年規則第10号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の

耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法

（昭和25年法律第202号）第２条に規定する建築士が、住宅の地

震に対する安全性を評価することをいう。 

(2) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であ

る木造戸建て住宅について、建物全体又は１階部分の上部構造

評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設

計（工事監理を含む。）をいう。 

(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組み壁工法

（ツーバイフォー工法をいう。）で建築された木造一戸建て住

宅（店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分

の床面積が、建物全体の床面積の２分の１未満であるものを含

む。）をいう。 

(4) 施工者 木造戸建て住宅の所有者その他市長が住宅の耐震改

修が必要と認める者で、耐震改修工事を行うものをいう。  

（補助対象者）  

第３条 補助対象者は、施工者のうち、次の各号に掲げる要件のいず



れにも該当する者とする。  

(1) この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがない者  

(2) 市税（筑後市税条例（昭和29年条例第22号）第３条に規定する

税目のことをいう。）及び国民健康保険税を滞納していない者

（同一世帯者を含む。）  

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情がある

と認めるときは、同項第１号に規定する者を補助対象者とすること

ができる。  

（補助対象住宅）  

第４条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げ

る要件のいずれにも該当するものとする。  

(1) 市内に存在すること｡ 

(2) 昭和56年５月31日以前に建築又は工事着工したものであるこ

と（昭和56年６月１日以後に増築等を行ったものを含む。）。 

(3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住

宅であること。 

(4) この要綱による補助金の交付を過去に受けていないこと。 

(5) 自己の居住の用に供する住宅であること。 

(6) 耐震改修工事により建築基準法（昭和25年法律第201号）及び

関係法令の規定に違反するものでないこと。 

（補助対象経費）  

第５条 補助金の対象となる経費は、耐震改修工事に要する経費とし、

この補助金にかかる対象経費を重複して他の補助金等の交付を受

けてはならない。  

（補助金の額）  

第６条 補助金の額は、耐震改修工事に要する経費に100分の20を乗じ

て得た額とし、30万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000

円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（耐震改修工事の事前協議）  

第７条 補助金の交付を受けようとする施工者（以下「申請者」とい



う。）は、耐震改修工事の実施に関する契約を締結する前に、当該

工事について市長と必要な協議を行い、その内容について助言を受

けるよう努めなければならない。  

（補助金の交付申請）  

第８条 申請者は、筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。  

(1) 筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請者調書（様式

第２号） 

(2) 登記事項証明書又は住宅の所有者等が分かる書類  

  (3)  建築完了検査における検査済証の写し又は補助対象住宅の建

築年月日等が分かる書類  

  (4)  耐震診断結果報告書  

  (5)  耐震改修工事に係る耐震補強計画書及び耐震改修工事費概算

見積書  

  (6)  税の滞納のない証明書（同一世帯者を含む。）  

  (7)  その他市長が必要と認める書類  

２ 市長は、同一世帯者が規則第２条の２に規定する排除対象者であ

るかについて、警察に照会することができる。 

３ 市長は、同一世帯者が前項に規定する排除対象者に該当すること

が確認できたときは、当該補助金の交付の申請を却下する決定を行

うものとする。 

（補助金の交付決定等）  

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったとき

は、その内容を審査し、その結果を申請者に対し、筑後市木造戸建

て住宅耐震改修補助金交付決定・却下通知書（様式第３号）により

通知するものとする。  

２ 市長は、前項の規定により交付決定する場合において必要がある

ときは、補助金の交付について条件を付すことができる。  

（権利譲渡の禁止）  



第10条 前条の規定により交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は

担保に供してはならない。  

（補助金交付申請の取下げ）  

第11条 交付決定者は、耐震改修工事を中止し、又は廃止する場合に

おいては、速やかに筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請

取下届（様式第４号）により市長に届け出なければならない。 

（補助事業の内容の変更） 

第12条 交付決定者は、耐震改修工事の内容を変更するときは、速や

かにその変更の内容について市長と協議をしなければならない。  

２ 交付決定者は、前項に規定する場合において、交付決定を受けた

額の変更を伴うときは、筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付

変更申請書（様式第５号）に関係書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。  

３ 市長は、前項の規定による補助金交付変更申請があったときは、

その内容を審査し、その結果を筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助

金交付変更審査結果通知書（様式第６号）により当該交付決定者に

通知するものとする。  

 （補助事業の遂行）  

第13条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された

条件に従い、適切に耐震改修工事を行わなければならない。 

（検査等） 

第14条 市長は、必要と認める場合においては、耐震改修工事の工程

を指定し、検査を実施することができる。  

２ 市長は、前項の規定による検査の結果、当該耐震改修工事が適切

に行われていないと認める場合には、当該耐震改修工事が適切に行

われるよう交付決定者に指導するものとする。  

（実績報告）  

第15条 交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、完了の日か

ら起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の２月末



日のいずれか早い日までに、筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金

事業完了実績報告書（様式第７号）に次の各号に掲げる書類を添え

て市長に報告しなければならない。 

(1)  施工前の現場写真 

(2)  施工後の現場写真  

(3)   施工建設会社等と締結した契約書の写し 

(4)   請求書の写し  

  (5)  その他市長が必要と認める書類  

（補助金の額の確定） 

第16条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、

その報告に係る耐震改修工事の成果が補助金の交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、

適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、筑後市木造戸建て

住宅耐震改修補助金額確定通知書（様式第８号）により当該交付決

定者に通知するものとする。  

（補助金の請求）  

第17条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者

は、筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付請求書（様式第９号）

に領収書の写しを添えて市長に提出し、補助金の交付を請求しなけ

ればならない。 

（補助金の交付） 

第18条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があった

ときは、補助金を交付するものとする。 

（補助金交付決定の取消し） 

第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金を耐震改修工事以外の用途に使用したとき。  

(3) 第14条第２項の規定による指導に従わないとき。 



(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 前項（第３号を除く。）の規定は、第16条に定める補助金の額の

確定を行った後においても適用する。 

３ 市長は、前２項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき

は、筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付決定取消通知書（様

式第10号）により当該交付決定者に対し通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第20条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消

した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交

付されているときは、筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金返還命

令書（様式第11号）により期限を定めてその返還を命じることがで

きる。 

（書類の整備及び保存） 

第21条 補助金の交付を受けた施工者は、補助金の使途に関する領収

書その他の関係書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の終

了後５年間保存しなければならない。  

（委任）  

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成26年９月１日から施行する。 

（補助金の交付額の特例） 

２ 平成26年９月１日から平成29年３月31日までの間に補助金の交付

の申請がなされた場合における第６条の規定の適用については、同

条中「30万円」とあるのは「60万円」と、「100分の20」とあるの

は「100分の40」とする。 

 （筑後市住宅小規模改修事業補助金交付要綱の一部改正） 

３ 筑後市住宅小規模改修事業補助金交付要綱（平成21年告示第103



号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２号に次のように加える。 

   ク 筑後市木造戸建て住宅耐震事業補助金交付要綱（平成26年

告示第119号） 

（筑後市住宅リフォーム補助金交付要綱の一部改正） 

４ 筑後市住宅リフォーム補助金交付要綱（平成25年告示第80号）の

一部を次のように改正する。 

  第４条第３号に次のように加える。 

   キ 筑後市木造戸建て住宅耐震事業補助金交付要綱（平成26年

告示第119号） 

  様式第１号中「下記の通り」を「下記のとおり」に、 

 「カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の居宅介護住宅 

   改修費又は同法第57条の介護予防住宅改費       」を 

 「カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の居宅介護住宅 

   改修費又は同法第57条の介護予防住宅改費        

  キ 筑後市木造戸建て住宅耐震事業補助金交付要綱（平成26 

年告示第119号）                   」に

改める。 

 


